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す
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感
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。
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感
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十
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附
則

　

世
界
中
で
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
感
染
拡
大
が
続
き
、
社
会
・
経

済
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
我
が
県
で
は
、
令
和
二
年
二
月
に
初
発
例
が
確
認
さ
れ
て
以
来
、
多
数
の
ク
ラ

ス
タ
ー
が
発
生
し
て
い
る
な
ど
、
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
我
が
県
で
は
、
県
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
が
連
携
し
、
県
民
及
び
事
業
者
の
理
解
と
協
力
を
得

て
、
徹
底
し
た
対
策
を
講
じ
て
き
た
が
、
依
然
と
し
て
感
染
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
長
期
化
に
伴
う
、
孤
立
や
立
場
の
違
い
に
よ
る
社
会
の
分
断
を
乗
り
越
え
る
上
で
、
感
染
リ
ス
ク
を
過

小
あ
る
い
は
過
大
評
価
せ
ず
「
正
し
く
恐
れ
る
」
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
相
手
の
立
場
を
思
い
や
り
、
人
と
人
と
の
つ

な
が
り
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
今
後
も
、
県
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
っ
て
い
く
た
め
、
こ
こ
に
、
県
の
責
務
、
県
民
及
び

事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
ま
で
の
徹
底
し
た
対
策
を
決
意

し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

　
　
　

第
一
章　

総
則

　

（
目
的
）

第�

一
条　

こ
の
条
例
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
県
民
生
活
及
び
地
域
経
済
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
こ
と
に
鑑
み
、
県
の
責
務
、
県
民
及
び
事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関

と
の
連
携
の
も
と
に
感
染
症
対
策
を
実
施
し
、
も
っ
て
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
県
民
生
活
及
び

地
域
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第�

二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

　

一�　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症　

病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一

月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
感
染
性
の
疾
病
を
い
う
。

　

二　

事
業
者　

法
人
及
び
事
業
を
行
う
個
人
を
い
う
。

　

三�　

ク
ラ
ス
タ
ー　

不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
立
ち
入
り
、
又
は
と
ど
ま
る
施
設
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
患
者
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

四
号
。
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
無
症
状
病
原
体
保
有
者
を
含
む
。
以
下

同
じ
。）
が
複
数
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
患
者
の
集
団
で
あ
っ
て
、
感
染
源
と
推
定
さ
れ
る
者
を
含
め
た
人
数
が

六
人
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

　

（
県
の
責
務
）

第�

三
条　

県
は
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

三
十
一
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
指
定
公
共
機
関
及
び
同
条
第
八
号
に

規
定
す
る
指
定
地
方
公
共
機
関
と
の
連
携
協
力
の
も
と
、
県
内
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
及

び
ま
ん
延
の
状
況
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
状
況
の
変
化
に
応
じ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
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を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

県
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
、
県
民
及
び
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な

支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３�　

県
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
ま
ん
延
し
た
場
合
に
特
に
援
護
を
要
し
、
又
は
こ
れ
に
り
患
し
た
場
合

に
重
症
化
の
危
険
性
が
高
い
高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
産
婦
等
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
及

び
早
期
発
見
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
適
切
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４�　

県
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
関
す
る
施
策
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
県
民
及
び
事
業
者
の
役
割
）

第�

四
条　

県
民
及
び
事
業
者
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
正
し
い
知
見
を
踏
ま
え
て
マ
ス
ク
の
着

用
、
手
洗
い
、
手
指
の
消
毒
、
換
気
及
び
密
閉
・
密
集
・
密
接
の
回
避
を
実
施
す
る
な
ど
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
の
実
施
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２�　

事
業
者
は
、
そ
の
実
施
す
る
事
業
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
、
そ
の
事

業
の
実
施
に
関
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３�　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
の
防
止
の
た
め
の

措
置
を
講
じ
、
そ
の
旨
を
当
該
施
設
の
利
用
者
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４�　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
お
い
て
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
の
再

発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
二
章　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

第�

五
条　

県
は
、
特
別
措
置
法
及
び
感
染
症
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

県
民
及
び
事
業
者
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
の
整
備
及
び
充
実

　

二　

検
査
及
び
調
査
の
実
施
体
制
の
整
備
及
び
充
実

　

三　

医
療
提
供
体
制
の
整
備
及
び
充
実

　

四　

入
院
を
要
し
な
い
軽
症
者
等
の
療
養
体
制
の
整
備
及
び
充
実

　

五　

感
染
症
対
策
の
実
施
に
必
要
な
物
資
及
び
資
材
の
確
保

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
必
要
な
施
策

　
　
　

第
三
章　

差
別
的
取
扱
い
等
の
禁
止
等

　

（
差
別
的
取
扱
い
等
の
禁
止
）

第�

六
条　

何
人
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
、
医
療
従
事
者
、
こ
れ
ら
の
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
何
人

に
対
し
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
り
患
し
て
い
る
こ
と
又
は
り
患
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等

を
理
由
と
し
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
、
誹ひ
ぼ
う謗

中
傷
、
い
じ
め
そ
の
他
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

　

（
教
育
、
啓
発
等
）

第�

七
条　

県
は
、
国
、
市
町
村
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
前
条
に
規
定
す
る
行
為
の
禁
止
に
関
す
る
教
育
、

啓
発
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２�　

事
業
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
行
為
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
そ
の
従
業
員
に
対
す
る
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
風
評
被
害
の
防
止
）

第
八
条　

県
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
風
評
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
相
談
体
制
の
充
実
等
）

第�

九
条　

県
は
、
第
六
条
に
規
定
す
る
行
為
の
被
害
を
受
け
て
い
る
者
及
び
前
条
に
規
定
す
る
被
害
の
影
響
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
相
談
体
制
の
充
実
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
四
章　

雑
則

　

（
委
任
）

第
十
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２�　

こ
の
条
例
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
、
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

公
表
が
な
さ
れ
た
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
号

　
　
　
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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（
令
和
三
年
度
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
月
額
の
特
例
）

４�　

会
派
又
は
無
会
派
議
員
に
係
る
政
務
活
動
費
の
月
額
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
中
「
三
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、「
二
十
九
万
七
千

五
百
円
」
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
三
号

　
　
　
宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
震
災
復
興
・
企
画
部
」
を
「
復
興
・
危
機
管
理
部
、
企
画
部
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ

る
総
務
企
画
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
又
は
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
宮
城
県
議
会
委
員
会
条

例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
る
総
務
企
画
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
又
は
委
員
と
な
る
も

の
と
す
る
。

３�　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
の
規
定
に
よ
る
総
務
企
画
委
員
会
、
環
境
福
祉
委
員
会
又
は
文
教
警
察
委
員

会
に
お
い
て
審
査
又
は
調
査
中
の
事
件
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
事
件
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
常
任
委
員

会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
付
託
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。


